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令和４年６月橋本市議会定例会会議録（第６号）その２ 

令和４年７月１日（金） 

                                             

（午前９時30分 開議） 

○議長（小林 弘君）皆さま、おはようござ

います。よろしくお願いします。 

 ただ今の出席議員数は17人で、定足数に達

しております。 

                     

○議長（小林 弘君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。 

 文教厚生委員会委員長 南出君から、令和

４年６月28日付をもって議案１件が提出され

ました。議案はお手元に配付いたしておりま

す。 

 以上で報告を終わります。 

                     

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小林 弘君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、５番 板橋君、

８番 髙本君の２人を指名いたします。 

                     

○議長（小林 弘君）議長より申し上げます。

２番 垣内君から、６月23日の本会議議案審

議の議案第１号における質疑において不適切

な発言があったので、会議規則第65条の規定

により、当該発言の全てを取り消したい旨の

申出がありました。 

 この際、お諮りいたします。 

 この取消し申出を許可することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、垣内君からの発言の取消し申出を許可す

ることに決しました。 

 ただ今、２番議員による議案第１号の質疑

における当該発言の全てについて取り消すこ

とと決定いたしましたが、この取消しに伴い、

当該質疑に対する市当局の答弁につきまして

も取り消す扱いとすべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 当該質疑に対する市当局の答弁については、

これを取り消すことにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議ありませんので、

市当局による当該発言を取り消すことに決し

ました。 

                     

日程第２ 議案第８号 橋本市やすらぎ広

場設置及び管理条例の一部を改正する条例

について から、日程第４ 議案第12号 

市道路線の変更について までの３件 

○議長（小林 弘君）日程第２ 議案第８号 

橋本市やすらぎ広場設置及び管理条例の一部

を改正する条例について から、日程第４ 

議案第12号 市道路線の変更について まで

の３件を一括議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 経済建設委員会委員長 ５番 板橋君。 

〔５番（板橋真弓君）登壇〕 

○５番（板橋真弓君）おはようございます。 

 それでは、報告させていただきます。 

 去る６月23日の本会議において本委員会に

付託された、議案第８号 橋本市やすらぎ広

場設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて、議案第11号 市道路線の認定につい

て、議案第12号 市道路線の変更について 

を審査するため、６月27日に委員会を開催し、
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慎重審査の結果、いずれも全会一致で原案の

とおり可決すべきものと決しましたので、以

下、その概要を報告いたします。 

 議案第８号は、杉村やすらぎ広場における

利用者の利便性の向上やイベント等による地

域の活性化、産業の振興を図るべく、飲食物

や物品等の販売といった営利を目的とした行

為を可能とするため、所要の改正を行うもの

である。 

 委員から、区画の１㎡当たり400円という使

用料は他自治体と比較してどうか とのただ

しがあり、近隣自治体を調査した結果、１㎡

当たり平均約400円であった との答弁があ

りました。 

 市がイベントを行う場合の貸出区画の使用

優先順位について ただしがあり、事業者等

と調整を行い、できる限り公平性を保てるよ

うにしたい との答弁がありました。 

 議案第11号は、橋本市営住宅野（城之内）

団地の団地内道路である城の内１号線及び城

の内２号線について、橋本市営住宅長寿命化

計画において、同団地を令和10年３月までに

用途廃止することに伴い、当該路線を建築基

準法第42条の規定を満たす市道として管理継

続する必要があるため、新たに市道として認

定するものである。 

 委員会は現地におもむき、調査の後、審査

を行いました。 

 委員から質疑、意見等はありませんでした。 

 議案第12号は、議案第11号と同様の理由で、

野城の内線の路線を変更するものである。 

 委員会は現地におもむき、調査の後、審査

を行いました。 

 委員から質疑、意見等はありませんでした。 

 以上、御報告いたします。議員各位の賛同、

よろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 これより議案第８号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第８号 橋本市やすらぎ広

場設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第11号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第11号 市道路線の認定に

ついて を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第12号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 
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 これより、議案第12号 市道路線の変更に

ついて を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

                     

日程第５ 議案第９号 橋本市小中学生医

療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例について 

○議長（小林 弘君）日程第５ 議案第９号 

橋本市小中学生医療費の支給に関する条例の

一部を改正する条例について を議題といた

します。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 文教厚生委員会委員長 ３番 南出君。 

〔３番（南出昌彦君）登壇〕 

○３番（南出昌彦君）皆さん、おはようござ

います。 

 それでは、文教厚生委員会委員長報告をさ

せていただきます。 

 去る６月23日の本会議において本委員会に

付託された、議案第９号 橋本市小中学生医

療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例について を審査するため、６月28日に委

員会を開催し、慎重審査の上、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決しましたので、

以下、その概要を報告いたします。 

 議案第９号は、子どもの健康の保持及び増

進のため、小中学生医療費助成制度の対象を、

現行の満15歳に達した最初の３月31日までか

ら満18歳に達した最初の３月31日までに拡大

し、また、名称を小中学生医療費から子ども

医療費に変更するものである。 

 委員から、この時点で条例改正に至った理

由について ただしがあり、第２期橋本市子

ども・子育て支援事業計画において、子育て

家庭における経済的な負担の軽減を掲げてい

るため との答弁がありました。 

 所得制限について ただしがあり、ほかの

乳幼児医療費助成やひとり親医療費助成等へ

の影響も考慮し、引き続き慎重な議論が必要

であると考えている との答弁がありました。 

 以上、御報告いたします。議員各位の御賛

同をよろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、議案第９号 橋本市小中学生医

療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

                     

 


